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鴨川市学校運営協議会設置事業（コミュニティ・スクールの導入） 

 

１ 概要と変遷                            

  平成18年の教育基本法の改正において、第13条に「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとす

る。」と明記されました。平成27年の中教審答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学

校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」では、こうした動向を踏まえ、「社会

に開かれた教育課程」の実現に向けた学習指導要領の改訂とともに、「地域とともにある学校」を

つくる仕組みであるコミュニティ・スクールの導入をさらに進めることを提唱しています。 

本市においては、地域の協力を得ながら、平成23年度に現在の市内４小中学校（鴨川小学校、長

狭学園、天津小湊小学校）へ「学校支援地域本部」を、市内２小学校（西条小学校、田原小学校）

へ「放課後子ども教室（土曜スクール）」をそれぞれ設置しました。その後、拡大と組織改編を経

て、令和元年度には市内すべての小学校区へ「放課後子ども教室（土曜スクール）」を、令和３年

度には市内すべての中学校区へ「地域学校協働本部」（旧学校支援地域本部）を設置するに至って

います。今般これらの地域連携の動きを踏まえ、地域とともにある学校づくりをより一層推進する

ため、令和４年度から市内すべての学校に学校運営協議会を設置することとしたものです。 

  

   法律に基づき市教育委員会に任命された委員（地域住民・保護者・識見を有する者等）と学

校（教職員）が、校長の目指すべき教育ビジョン（育てたい子ども像）を共有し、地域連携等

について協議を行う合議制の機関（仕組み）です。 

   なお、コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置している学校のことをいいます。 

 

２ 効果（目標）                           

（１）地域とともにある学校への転換（地域と一体となった子どもたちの育み） 

 【子どもたちへの効果】 

  ・地域の方々から愛情を注がれることにより、自己肯定感や思いやりの心が生まれます。 

  ・地域の方々と一緒に学ぶことにより、地域への愛着や担い手としての自覚が育ちます。 

  ・多様な方々との関わりや多くの体験をすることで、社会性が育ちます。 

 【学校への効果】 

  ・地域の方々との関わりが生まれ、地域と学校の双方向の理解が深まります。 

  ・地域の方々の専門的な知識、技能等を教育活動に活かすことができます。 

  ・子どもの教育に対する責任や役割の一端を地域と学校で分かち合うことができます。 

  ・これらの結果、教職員の働き方改革への結び付けが見込めます。 

（２）学校を核とした地域づくりの推進 

 【地域への効果】 

  ・ご自身の経験や知識、技能を生かすことで、生きがいの創出につながります。 

  ・学校や子どもへの関わりを通じて、地域住民同士の新たなつながりが生まれます。 

  ・学校が地域住民皆様の社会参画の場となり、地域の活性化につながります。

『学校運営協議会』
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３ 根拠法令等                            

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第47条の５） 

  鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

  鴨川市学校運営協議会設置規則 

 

 

４ 本市における主な役割等                      

  （１）校長が作成する学校運営に関する基本方針について承認を行います。 

      ①教育目標 ②学校運営に関する基本方針 ③教育課程の編成 

  （２）地域連携等に関して意見交換を行います。 

  （３）学校関係者評価（改善提案を含む）を行います。 

  （４）保護者及び地域住民等に対し、会議結果を積極的に提供するよう努めます。 

 

５ 設置状況（令和６年度参考）                         
  

協議会の名称 対象学校 会長 副会長 委員数 

江見小学校 

学校運営協議会 
江見小学校 波々伯部 邦夫 座間 斉 10名 

鴨川小学校 

学校運営協議会 
鴨川小学校 井藤 機句男 岡田 正史 10名 

東条小学校 

学校運営協議会 
東条小学校 小倉 健一 庄司 里美 ９名 

西条小学校 

学校運営協議会 
西条小学校 庄司 利男 粕谷 瑠美子 ９名 

田原小学校 

学校運営協議会 
田原小学校 真田 薫 鈴木 紀昭 10名 

天津小湊小学校 

学校運営協議会 
天津小湊小学校 秋山 貢輔 今井 みゆき ９名 

鴨川中学校 

学校運営協議会 
鴨川中学校 根本 清弘 松本 文宏 10名 

安房東中学校 

学校運営協議会 
安房東中学校 齋藤 出 井ノ下 義信 ８名 

長狭学園 

学校運営協議会 

長狭小学校 

長狭中学校 
根本 諭 栗原 暁美 11名 

９協議会 
７小学校３中学校 

（全小中学校） 
－ － 計86名 



3 
 

 

６ 学校運営協議会と地域学校協働本部の一体的な推進                 
 

≪概念図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校運営協議会の主な役割 
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の 5） 

教育委員会が、所管の学校ごとに学校運営協議会を設置 
✓ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること 

✓ 地域連携等に関して、意見交換を行うことができること 

✓ 学校関係者評価（改善提案を含む）を行うことができること 
※小中一貫型小・中学校など、複数校に一つの協議会を置くことも可能 


